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(57)【要約】
【課題】複数の領域間の相対的な造影剤流入時間を視認
しやすく提示することが可能な超音波診断装置を提供す
る。
【解決手段】造影剤流入検出部４０Ａは、造影剤が投与
された被検体を走査することで取得された複数フレーム
の超音波画像データを受けて、超音波画像データの各領
域における信号強度に基づいて、各領域への造影剤の流
入を検出する。基準時間決定部４０Ｂは、超音波画像上
に設定された関心領域に造影剤が流入した時点を基準時
間として決定する。色相変換部４０Ｃは、基準時間を基
準にして、各領域に造影剤が流入した相対的な時間を求
め、各領域の色を相対的な時間に応じた色相で表わす画
像データを生成する。表示制御部５０は、色相を表す画
像をモニター１４に表示させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造影剤が投与された被検体の所定部位を超音波で走査することで複数フレームの超音波
画像データを取得する画像取得手段と、
　前記複数フレームの超音波画像データに表わされた各領域における信号強度に基づいて
、前記各領域への前記造影剤の流入を検出する造影剤流入検出手段と、
　前記造影剤流入検出手段が、前記走査の範囲内に設定された第１関心領域に前記造影剤
が流入したことを検出した時点を基準時間として決定する基準時間決定手段と、
　前記基準時間を基準にして、前記各領域に前記造影剤が流入した相対的な時間を求め、
前記各領域の色を前記相対的な時間に応じた色相で表わす画像データを生成する色相変換
手段と、
　前記色相を表す画像データに基づく画像を表示手段に表示させる表示制御手段と、
　を有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記走査の範囲内において前記第１関心領域が別の場所に設定されると、前記基準時間
決定手段は、前記造影剤流入検出手段の検出結果を受けて、前記別の場所に設定された前
記第１関心領域に前記造影剤が流入した時点を新たな基準時間として決定し、
　前記色相変換手段は、前記新たな基準時間を基準にして、前記各領域に前記造影剤が流
入した相対的な時間を新たに求め、前記各領域の色を前記新たな相対的な時間に応じた色
相で表わす前記画像データを新たに生成し、
　前記表示制御手段は、前記新たに生成された前記画像データに基づく画像を前記表示手
段に表示させることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記造影剤流入検出手段は、前記各領域における前記信号強度が予め設定された閾値以
上になる時点を、前記各領域への前記造影剤の流入として検出し、
　前記基準時間決定手段は、前記第１関心領域における前記信号強度が予め設定された閾
値以上となる時点を前記基準時点として決定し、
　前記色相変換手段は、前記基準時間を基準にして、前記各領域における前記信号強度が
予め設定された閾値以上となる相対的な時間を求め、前記各領域の色を前記相対的な時間
に応じた色相で表わす前記画像データを生成することを特徴とする請求項１又は請求項２
のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記造影剤流入検出手段は、前記各領域における前記信号強度が最大となる時点を、前
記各領域への前記造影剤の流入として検出し、
　前記基準時間決定手段は、前記第１関心領域における前記信号強度が最大となる時点を
前記基準時点として決定し、
　前記色相変換手段は、前記基準時間を基準にして、前記各領域における前記信号強度が
最大となる相対的な時間を求め、前記各領域の色を前記相対的な時間に応じた色相で表わ
す前記画像データを生成することを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれかに記載の
超音波診断装置。
【請求項５】
　前記基準時間決定手段は、前記造影剤流入検出手段が前記第１関心領域内において前記
造影剤が流入したことを検出した画素数の割合が、予め設定された閾値以上となる時点を
前記基準時間として決定することを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれかに記載の
超音波診断装置。
【請求項６】
　前記基準時間決定手段は、前記第１関心領域内における前記信号強度の平均値が最大と
なる時点を前記基準時間として決定することを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれ
かに記載の超音波診断装置。
【請求項７】
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　前記造影剤流入検出手段の検出結果に基づいて、前記第１関心領域内に含まれる各画素
に前記造影剤が流入した時点を検出し、前記第１関心領域に含まれる前記各画素への前記
造影剤の流入時間に対する画素数の分布を示す第１ヒストグラムを求め、前記第１関心領
域とは異なる場所に設定された第２関心領域内に含まれる各画素に前記造影剤が流入した
時点を検出し、前記第２関心領域に含まれる前記各画素への前記造影剤の流入時間に対す
る画素数の分布を示す第２ヒストグラムを求めるヒストグラム算出手段を更に有し、
　前記表示制御手段は、前記第１ヒストグラムと前記第２ヒストグラムとを前記表示手段
に表示させることを特徴とする請求項１から請求項６のいずれかに記載の超音波診断装置
。
【請求項８】
　前記ヒストグラム算出手段は、前記第１ヒストグラムの最頻度又は重心となる時間を前
記第１関心領域への前記造影剤の流入時間として求め、前記第２ヒストグラムの最頻度又
は重心となる時間を前記第２関心領域への前記造影剤の流入時間として求め、前記第１関
心領域に係る前記流入時間と前記第２関心領域に係る流入時間との差を求め、
　前記表示制御手段は、前記流入時間の差を前記表示手段に表示させることを特徴とする
請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　所定の大きさを有する範囲内の全画素数のうち、前記信号強度が予め設定された閾値以
上となる画素数の割合が所定割合以上となる箇所を特定し、前記特定された箇所に前記第
１関心領域を設定する関心領域設定手段を更に有することを特徴とする請求項１から請求
項８のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記複数フレームの超音波画像データを対象にしてフレーム間の輝度値の差分を求める
ことで差分画像データを生成し、前記差分画像データにおいて所定の大きさを有する範囲
内の全画素数のうち、前記差分が予め設定された閾値以上となる画素数の割合が所定割合
以上となる箇所を特定し、前記特定された箇所に前記第１関心領域を設定する関心領域設
定手段を更に有することを特徴とする請求項１から請求項８のいずれかに記載の超音波診
断装置。
【請求項１１】
　前記超音波画像データに表わされた組織の形態に基づいて特定部位を特定し、前記特定
部位内に前記第１関心領域を設定することを特徴とする関心領域設定手段を更に有するこ
とを特徴とする請求項１から請求項８のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記色相変換手段は、前記被検体の心拍数を受けて、前記基準時間を基準にして、前記
各領域に前記造影剤が流入した相対的な心拍数を求め、前記各領域の色を前記相対的な心
拍数に応じた色相で表わす前記画像データを生成することを特徴とする請求項１から請求
項１１のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　造影剤が投与された被検体の所定部位を超音波で走査することで取得された複数フレー
ムの超音波画像データを記憶する記憶手段と、
　前記複数フレームの超音波画像データに表わされた各領域における信号強度に基づいて
、前記各領域への前記造影剤の流入を検出する造影剤流入検出手段と、
　前記造影剤流入検出手段が、前記走査の範囲内に設定された第１関心領域に前記造影剤
が流入したことを検出した時点を基準時間として決定する基準時間決定手段と、
　前記基準時間を基準にして、前記各領域に前記造影剤が流入した相対的な時間を求め、
前記各領域の色を前記相対的な時間に応じた色相で表わす画像データを生成する色相変換
手段と、
　前記色相を表す画像データに基づく画像を表示手段に表示させる表示制御手段と、
　を有することを特徴とする医用画像処理装置。
【請求項１４】
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　コンピュータに、
　造影剤が投与された被検体の所定部位を超音波で走査することで取得された複数フレー
ムの超音波画像データを受け付け、前記複数フレームの超音波画像データに表わされた各
領域における信号強度に基づいて、前記各領域への前記造影剤の流入を検出する造影剤流
入検出機能と、
　前記造影剤流入検出機能が、前記走査の範囲内に設定された第１関心領域に前記造影剤
が流入したことを検出した時点を基準時間として決定する基準時間決定機能と、
　前記基準時間を基準にして、前記各領域に前記造影剤が流入した相対的な時間を求め、
前記各領域の色を前記相対的な時間に応じた色相で表わす画像データを生成する色相変換
機能と、
　前記色相を表す画像データに基づく画像を表示装置に表示させる表示制御機能と、
　を実行させることを特徴とする医用画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、超音波造影剤を用いて行う造影エコー法において、造影剤の流入が比較的
早い領域とその他の領域との間における造影剤流入に関する相対的な時間情報を、診断情
報として提示する超音波診断装置、医用画像処理装置、及び医用画像処理プログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断は、超音波プローブを体表に当てるだけの簡単な操作で心臓の拍動や胎児の
動きの様子がリアルタイム表示で得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査が行える
。また、システムの規模がＸ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、及びＭＲＩ装置などの他の診断
機器に比べて小さく、ベッドサイドへ移動していっての検査も容易に行うことができ、簡
便である。また、超音波診断装置は、装置が備える機能の種類によって様々に異なるが、
小型なものは片手で持ち運べる程度のものが開発されている。さらに、超音波診断はＸ線
などのように被曝の影響がないため、産科や住宅医療などにおいても使用することができ
る。
【０００３】
　静脈投与型の超音波造影剤（以下、単に「造影剤」と称する）が製品化され、超音波診
断においては、「造影エコー法」が行われるようになってきている。この手法は、例えば
、心臓や肝臓などの検査を行うときに、静脈から超音波造影剤を注入することで血流信号
を増強し、血流動態の評価を行うことを目的としている。多くの造影剤は、微小気泡（マ
イクロバブル）が反射源として機能するものである。例えば、「Ｓｏｎａｚｏｉｄ」と呼
ばれる第二世代の超音波造影剤は、ｐｅｒｆｌｕｏｒｏｂｕｔａｎｅガスを内包し、リン
脂質をシェルとする微小気泡であり、中低音圧の送信超音波で造影剤の環流の様子を安定
して観察することが可能である。
【０００４】
　造影剤の投与後に診断部位（例えば肝臓がん）を撮影した場合、血流に乗って還流する
造影剤の流入から流出までの信号強度の上昇と減少とを観察することが可能である。この
ような信号強度の経時変化の違いから、腫瘤性病変の良性又は悪性の鑑別診断や、「びま
ん性」の疾患などの診断が可能となることが研究されている。
【０００５】
　単なる形態情報とは異なり、上記のような信号強度の経時変化は、通常は動画像として
記録又は読影される必要があり、一般的にはその読影のための所要時間は長くなる。そこ
で、動画で観察するような造影剤の流入時間情報を、一枚の静止画像上にマッピングする
ような手法も提案されている（例えば、特許文献１、特許文献２、及び特許文献３）。こ
のような手法は、造影剤の信号のピーク時間の違いを、異なる色相で表現するものであり
、断層面内の各所での流入時間が一目で把握することができる。
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【０００６】
【特許文献１】特許第２７１４３２９号公報
【特許文献２】特許第２３４９５７１０号公報
【特許文献３】特開２００４－３２１６８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術に係る造影剤流入時間のマッピングには、以下のような問題が
ある。
【０００８】
　第１の問題として、経時変化の基準時間（ゼロ点）を設定しにくいという問題がある。
例えば特許文献１に記載の手法は、主にパワードプラ法において、過去に得られた信号強
度と新たに得られた信号強度とを比較しながら、色彩を変えて２次元像に描画していくも
のである。超音波プローブを３次元的に移動させれば、経時的な変化による色彩変化によ
り、過去に得られた信号はあたかも後方に存在するように見える。また、超音波プローブ
を固定すれば、造影剤の流入による信号の経時変化が、異なる色彩で表現することが可能
である。しかしながら、上記の色彩変化は、造影剤の投与時間とは無関係であり、色のみ
からは造影剤の到達時間などの絶対的又は相対的な時間情報を認識することは困難である
。多くの施行例では、造影剤を静脈から注入開始する時刻を基準時間に設定することが多
い。しかしながら、この設定では、静脈から心臓、肺、心臓、及び動脈を通って観察臓器
に造影剤が至るまでの伝達時間の違いも考慮されてしまうため、計測結果の値は、観察中
の臓器に対する経時変化としては好適ではない。
【０００９】
　第２の問題は、計測結果に含まれる細かなばらつきである。特許文献２に記載の手法は
、造影剤の信号のピーク値が異なる２つ以上の血管に対して、異なる彩色を施すことで、
例えば動脈と門脈血管とを分離するものである。特許文献１に記載の手法と同様に、比較
的太い血管系に対しては、上記手法が適用可能かもしれないが、実際の造影エコー法では
、腫瘍全体の流入時間と、腫瘍周囲の肝臓実質（正常部）の流入時間とを比較することな
どが必要となる。例えば肝臓実質部分で到達時間のマッピングを行うと、すべてが同じ到
達時間ではないため、色付きはモザイク状になることが予想される。そして、これらの値
の平均値、又はばらつきの度合（分散）が診断的な意味を持つことがある。このような微
小血流の診断には、特許文献２に記載の手法では好適に診断情報を提示することが困難で
ある。
【００１０】
　また、特許文献３に記載の手法によると、微小血流の環流の理論的モデルによって、よ
り詳細な演算を行うことで、造影剤の到達時間を提示することが可能となっている。しか
しながら、特許文献３に記載の手法によっても、上記の第１の問題及び第２の問題を解決
することが困難である。
【００１１】
　この発明は上記の問題点を解決するものであり、複数の領域間の相対的な造影剤流入時
間を視認しやすく提示することが可能な超音波診断装置、医用画像処理装置、及び医用画
像処理プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１に記載の発明は、造影剤が投与された被検体の所定部位を超音波で走査するこ
とで複数フレームの超音波画像データを取得する画像取得手段と、前記複数フレームの超
音波画像データに表わされた各領域における信号強度に基づいて、前記各領域への前記造
影剤の流入を検出する造影剤流入検出手段と、前記造影剤流入検出手段が、前記走査の範
囲内に設定された第１関心領域に前記造影剤が流入したことを検出した時点を基準時間と
して決定する基準時間決定手段と、前記基準時間を基準にして、前記各領域に前記造影剤
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が流入した相対的な時間を求め、前記各領域の色を前記相対的な時間に応じた色相で表わ
す画像データを生成する色相変換手段と、前記色相を表す画像データに基づく画像を表示
手段に表示させる表示制御手段と、を有することを特徴とする超音波診断装置である。
　また、請求項１３に記載の発明は、造影剤が投与された被検体の所定部位を超音波で走
査することで取得された複数フレームの超音波画像データを記憶する記憶手段と、前記複
数フレームの超音波画像データに表わされた各領域における信号強度に基づいて、前記各
領域への前記造影剤の流入を検出する造影剤流入検出手段と、前記造影剤流入検出手段が
、前記走査の範囲内に設定された第１関心領域に前記造影剤が流入したことを検出した時
点を基準時間として決定する基準時間決定手段と、前記基準時間を基準にして、前記各領
域に前記造影剤が流入した相対的な時間を求め、前記各領域の色を前記相対的な時間に応
じた色相で表わす画像データを生成する色相変換手段と、前記色相を表す画像データに基
づく画像を表示手段に表示させる表示制御手段と、を有することを特徴とする医用画像処
理装置である。
　また、請求項１４に記載の発明は、コンピュータに、造影剤が投与された被検体の所定
部位を超音波で走査することで取得された複数フレームの超音波画像データを受け付け、
前記複数フレームの超音波画像データに表わされた各領域における信号強度に基づいて、
前記各領域への前記造影剤の流入を検出する造影剤流入検出機能と、前記造影剤流入検出
機能が、前記走査の範囲内に設定された第１関心領域に前記造影剤が流入したことを検出
した時点を基準時間として決定する基準時間決定機能と、前記基準時間を基準にして、前
記各領域に前記造影剤が流入した相対的な時間を求め、前記各領域の色を前記相対的な時
間に応じた色相で表わす画像データを生成する色相変換機能と、前記色相を表す画像デー
タに基づく画像を表示装置に表示させる表示制御機能と、を実行させることを特徴とする
医用画像処理プログラムである。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によると、関心領域が設定された領域を基準にして、各領域に造影剤が流入し
た相対的な時間を色相で表示することで、複数の領域間における造影剤の相対的な流入時
間の差を視認しやすく提示することが可能となる。そのことにより、操作者は、複数の領
域間における造影剤の相対的な流入時間の差を容易に把握することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　この発明の実施形態に係る超音波診断装置について図１を参照して説明する。図１は、
この発明の実施形態に係る超音波診断装置を示すブロック図である。以下の説明において
、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一の符号を付す。
【００１５】
　この実施形態に係る超音波診断装置１０は、超音波プローブ１２、装置本体１１、入力
装置１３、及び、モニター１４を備えている。装置本体１１は、送受信部２１、Ｂモード
処理部２２、ドプラ処理部２３、画像生成部２４、制御部２５、内部記憶部２６、インタ
ーフェース２９、記憶部３０、処理部４０、及び表示制御部５０を備えている。装置本体
１１に備えられている送受信部２１などは、集積回路などのハードウェアで構成されても
良いし、ソフトウェア的にモジュール化されたプログラムで構成されていても良い。
【００１６】
　超音波プローブ１２は、複数の圧電振動子、圧電振動子に設けられている整合層、及び
、バッキング材を備えている。複数の圧電振動子は、送受信部２１からの駆動信号に基づ
いて超音波を発生し、被検体Ｐからの反射波を電気信号に変換して送受信部２１に出力す
る。バッキング材は、圧電振動子から後方への超音波の伝搬を防止する。超音波プローブ
１２から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信超音波は、体内組織の音響インピーダン
スの不連続面で次々と反射され、エコー信号として超音波プローブ１２に受信される。こ
のエコー信号の振幅は、反射することになった不連続面における音響インピーダンスの差
に依存する。また、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁などの表面で
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反射された場合のエコーは、ドプラ効果により移動体の超音波送信方向の速度成分に依存
して、周波数偏移を受ける。なお、超音波プローブ１２には、複数の圧電振動子が１列に
配置された１次元アレイプローブを用いても良いし、複数の圧電振動子が２次元的に配置
された２次元アレイプローブを用いても良い。
【００１７】
　入力装置１３は、図示しないトラックボール、各種スイッチ、ボタン、マウス、及びキ
ーボードなどを備えている。入力装置１３は、装置本体１１に接続され、操作者からの各
種指示、条件、関心領域（ＲＯＩ）の設定指示、及び画質条件設定指示など受けて、装置
本体１１に出力する。
【００１８】
　モニター１４は、画像生成部２４からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学的情報
や血流情報を画像として表示する。
【００１９】
　送受信部２１は、図示しないパルサ回路、遅延回路、及びトリガ発生回路を備えている
。パルサ回路は、所定のレート周波数ｆｒ（Ｈｚ）（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波
を形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。遅延回路は、チャンネルごとに超音
波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するために必要な遅延時間を、各レートパル
スに与える。トリガ発生回路は、このレートパルスに基づくタイミングで、超音波プロー
ブ１２に駆動パルスを印加する。
【００２０】
　なお、送受信部２１は、制御部２５からの指示に従って、送信周波数、及び送信駆動電
圧などを瞬時に変更できる機能を有している。特に、送信駆動電圧の変更については、瞬
時にその値を切り替え可能なリニアアンプ型の発信回路、又は、複数の電源ユニットを電
気的に切り替える機構によって実現される。
【００２１】
　また、送受信部２１は、図示しないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、及び加算器を備えてい
る。アンプ回路は、超音波プローブ１２を介して入力されたエコー信号をチャンネルごと
に増幅する。Ａ／Ｄ変換器は、増幅されたエコー信号に対して受信指向性を決定するため
に必要な遅延時間を与える。加算器は、遅延時間が与えられたエコー信号を加算する。こ
の加算により、エコー信号の受信指向性に応じた方向から反射成分が強調され、受信指向
性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２２】
　Ｂモード処理部２２は、送受信部２１からエコー信号を受け取り、対数増幅及び包絡線
検波処理などを施すことで、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成する。こ
のデータは画像生成部２４に送信され、反射波の強度を輝度にて表したＢモード画像とし
てモニター１４に表示される。
【００２３】
　ドプラ処理部２３は、送受信部２１から受け取ったエコー信号に周波数解析を施すこと
で、ドプラ効果による血流や組織や造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、及びパ
ワーなどの血流情報を求める。得られた血流情報は画像生成部２４に送られ、平均速度画
像、分散画像、パワー画像、又はこれらの組み合わせ画像としてモニター１４にカラーで
表示される。
【００２４】
　画像生成部２４は、超音波による走査によって得られた走査線信号列を、テレビなどに
代表される一般的なビデオフォーマットの走査線信号列に変換することで、表示用画像と
しての超音波画像データを生成する。画像生成部２４は、画像データを記憶するメモリを
備えており、例えば診断の後に、操作者が検査中に記録された画像を読み出すことが可能
となっている。なお、画像生成部２４に入力される前のデータは、「生データ」と称され
る場合がある。
【００２５】
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　画像生成部２４は、信号処理部２４Ａ、スキャンコンバータ２４Ｂ、及び画像処理部２
４Ｃを備えている。信号処理部２４Ａは、超音波スキャンにおける走査線レベルで画質を
決定するようなフィルタリングを行う。信号処理部２４Ａからの出力は、スキャンコンバ
ータ２４Ｂに送られ、さらに、画像記憶部３０Ａに記憶される。スキャンコンバータ２４
Ｂは、超音波による走査によって得られた走査線信号列を、一般的なビデオフォーマット
の走査線信号列に変換することで、表示用画像としての超音波画像データを生成し、画像
処理部２４Ｃに出力する。画像処理部２４Ｃは、輝度調整やコントラスト調整や空間フィ
ルタなどの画像処理を超音波画像データに施したり、種々の設定パラメータの文字情報や
目盛などを超音波画像データに合成したりする。そして、画像処理部２４Ｃは、超音波画
像データをビデオ信号として表示制御部５０に出力する。表示制御部５０は、超音波画像
データに基づく超音波画像をモニター１４に表示させる。これにより、被検体の組織形状
を表す断層像がモニター１４に表示される。なお、スキャンコンバータ２４Ｂによって生
成された超音波画像データ（断層像データ）や、画像処理部２４Ｃによって画像処理が施
された超音波画像データを画像記憶部３０Ａに記憶しても良い。
【００２６】
　なお、超音波プローブ１２、送受信部２１、Ｂモード処理部２２、及び、画像生成部２
４によって、この発明の「画像取得手段」の１例を構成する。
【００２７】
　制御部２５は、情報処理装置としての機能を有し、装置本体１１の動作を制御する。例
えば、制御部２５はＣＰＵで構成され、超音波の送受信、画像生成、及び画像表示などを
実行するための制御プログラムを読み出してソフトウェア記憶部３０Ｂに一時的に記憶さ
せて、各種処理に関する演算や制御などを実行する。
【００２８】
　内部記憶部２６は、超音波の送受信、画像生成及び画像表示を実行するための制御プロ
グラムや、患者ＩＤや医師の所見などを含む情報、診断プロトコル、送受信条件、その他
のデータ群を記憶している。また、内部記憶部２６は、画像記憶部３０Ａに記憶されてい
る画像データを記憶しても良い。内部記憶部２６に記憶されているデータは、インターフ
ェース２９を経由して外部の装置に転送することも可能となっている。
【００２９】
　インターフェース２９は、入力装置１３、ネットワーク、及び、外部の記憶装置（図示
しない）に関するインターフェースである。超音波診断装置１０によって得られた超音波
画像などのデータや解析結果などは、インターフェース２９によって、ネットワークを介
して他の装置に転送することが可能である。
【００３０】
　画像記憶部３０Ａは、画像生成部２４から受けた画像データを記憶する。この画像デー
タは、診断の後に、操作者が読み出すことが可能となっており、静止画的、又は、複数の
フレームの画像データを使って動画的に再生することが可能である。また、画像記憶部３
０Ａは、送受信部２１から出力された信号（「ＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）
信号」と称される）、その他の生データ、又は、ネットワークを介して取得された画像デ
ータなどを記憶しても良い。
【００３１】
（診断情報抽出機能）
　この実施形態では、被検体Ｐに造影剤を投与した状態で超音波によって撮影を行う。上
述した特許文献３に記載されている診断情報抽出機能によって、血流画像（毛細血管レベ
ルを含む血流画像）と、血流画像から得られる血流の組織学的な物理量とを含む診断情報
を抽出することができる。特許文献３に記載されているように、時間的に連続する複数フ
レームの超音波画像データに対して最大値保持処理及び重み付け更新処理、その他の輝度
保持演算を利用することで、造影剤マイクロバブル１個の動きを軌跡としてトレースする
ことができ、結果的に微細な血管の構造を映像化することが可能となる。さらに、特許文
献１及び特許文献２に記載のように、造影剤の流入時間の異なる血管や組織を、色相を変
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えて表示することができる。この色相変換処理は、操作者が予め指定した時間区間ごとに
、異なる彩色表示を行うことで、最終的に表示された画像中のある輝度が、どの時間区間
に属するのかが視認可能となる。この色相表示処理によれば、最大値保持処理や重み付け
更新処理などの輝度値保持演算を実行した場合であっても、時間情報を失うことなく、操
作者に観察しやすい状態で、毛細血管レベルの情報を含む血流画像を提供することができ
る。
【００３２】
　臨床においては、超音波による走査断面内に複数の関心領域を設定し、複数の関心領域
間における造影剤の相対的な到達時間差を把握したい場合がある。例えば、肝臓と腎臓と
の間の造影剤の相対的な到達時間差や、肝腫瘍と肝臓実質との間の造影剤の相対的な到達
時間差を把握したい場合がある。しかしながら、特許文献１及び特許文献２に記載された
色相変換処理においては、色相表示するための基準となる時間（ｔ＝０）は操作者が予め
設定するため、色相変換処理の結果において、注目する関心領域間の相対的な到達時間差
を把握しにくい場合がある。例えば、腎臓実質部への流入時間ｔ１と肝臓実質部への流入
時間ｔ２との間に、５秒の到達時間の差が存在したとしても、操作者が設定する基準時間
が異なれば、（ｔ１、ｔ２）＝（８、１３）となる場合もあれば、（ｔ１、ｔ２）＝（１
５、２０）となる場合もある。このように従来技術に係る色相表示では、時間の絶対値に
依存するため、時間の絶対値によって各関心領域の色相は変わってしまい、そこから改め
て「時間差が５秒」という情報を読み取ることは困難であり、煩雑でもある。
【００３３】
（関心領域の設定）
　そこで、この実施形態では、各領域間への造影剤の相対的な到達時間を求めて、その相
対的な到達時間に基づいて色相変換処理を行う。まず、表示制御部５０は、関心領域（Ｒ
ＯＩ（Ｒｅｇｉｏｎ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ））を表すＲＯＩマーカを断層像に重ねて
モニター１４に表示させる。操作者は、入力装置１３を用いて、ＲＯＩマーカを断層像上
で任意の位置に移動させることができる。ここで、ＲＯＩマーカの設定例について図２を
参照して説明する。図２は、関心領域の設定と色相変換処理とを説明するための図である
。画像生成部２４によって断層像データが生成されると、表示制御部５０は、その断層像
データに基づく断層像１００をモニター１４に表示させる。さらに、表示制御部５０は、
関心領域を指定するためのＲＯＩマーカ１１０を断層像１００に重ねてモニター１４に表
示させる。ＲＯＩマーカ１１０は、任意の範囲を囲む形状を有している。操作者は入力装
置１３を用いて、断層像１００上の任意の位置にＲＯＩマーカ１１０を移動させることが
でき、ＲＯＩマーカ１１０の形状を任意の形状に変更することができる。例えば、肝臓疾
患を観察する場合、疾患によって影響を受けない門脈などの大血管や、腎臓実質などの別
の臓器に設定すれば良い。
【００３４】
（関心領域への造影剤流入の検出と色相変換開始の時間）
　被検体Ｐに造影剤が投与されて超音波による撮影が行われて、画像生成部２４によって
複数フレームの断層像データが生成されると、複数フレームの断層像データは表示制御部
５０と処理部４０とに出力される。表示制御部５０は、図２に示すように、各フレームの
断層像１００を時間順にモニター１４に表示させ、ＲＯＩマーカ１１０を断層像１００に
重ねてモニター１４に表示させる。操作者は入力装置１３を用いて、ＲＯＩマーカ１１０
を断層像１００上において所望の位置に移動させる。ＲＯＩマーカ１１０によって指定さ
れた関心領域の座標情報が、表示制御部５０から処理部４０に出力される。
【００３５】
　処理部４０は、複数フレームの断層像データと、ＲＯＩマーカによって指定された関心
領域の座標情報とを受けて、関心領域内における各画素の信号強度（輝度値）を監視する
ことで、関心領域内への造影剤の流入を監視する。そして、処理部４０は、関心領域内へ
の造影剤の到達時間を求め、関心領域内への到達時間を基準時間として、他の領域への造
影剤の到達時間を求める。つまり、処理部４０は、関心領域内への造影剤の到達時間を基
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準にして、各領域への造影剤の相対的な到達時間を求める。そして、処理部４０は、断層
像データの各画素の色相を相対的な到達時間に応じた色相に変換し、表示制御部５０は色
相変換された画像をモニター１４に表示させる。以下、処理部４０における具体的な処理
内容について説明する。
【００３６】
　処理部４０は、造影剤流入検出部４０Ａと、基準時間決定部４０Ｂと、色相変換部４０
Ｃと、ヒストグラム算出部４０Ｄと、関心領域設定部４０Ｅとを備えている。
【００３７】
　造影剤流入検出部４０Ａは、取得された時間がそれぞれ異なる複数フレームの断層像デ
ータを画像生成部２４から受けて、各画素における信号強度（輝度値）を監視し、信号強
度が予め設定された閾値以上になった時点を検出する。この検出された時点が、各画素に
対応する領域に造影剤が流入した時間に相当する。例えば、造影剤を被検体Ｐに投与して
撮影を開始した時点を初期時間とし、造影剤流入検出部４０Ａは、その初期時間から造影
剤の流入が検出された時点までの時間を、各画素について計測する。例えば、造影剤を被
検体Ｐに投与して撮影を開始するときに、操作者が入力装置１３を用いて撮影開始の指示
を与えると、その指示が与えられた時点が初期時間として処理部４０に設定される。造影
剤流入検出部４０Ａは、初期時間から造影剤の流入が検出された時点までの時間を、各画
素への造影剤の到達時間として計測する。造影剤流入検出部４０Ａは、各画素の座標情報
と、各画素に造影剤が到達した時間（到達時間）とを、基準時間決定部４０Ｂ、色相変換
部４０Ｃ、及びヒストグラム算出部４０Ｄに出力する。
【００３８】
　基準時間決定部４０Ｂは、各フレームの断層像データにおける関心領域（ＲＯＩ）内の
画素を監視し、関心領域内に造影剤が流入した画素数を監視し、色相変換処理の開始の基
準時間を決定する。ここで、基準時間を決定する方法について図４を参照して説明する。
図４は、色相変換処理の開始の基準時間を決定する方法を示すグラフである。例えば、基
準時間決定部４０Ｂは、関心領域内の全画素数を求める。そして、基準時間決定部４０Ｂ
は、各画素の座標情報と各画素への造影剤の到達時間とを造影剤流入検出部４０Ａから受
けて、関心領域内の全画素数のうち造影剤が到達した画素数の割合を求める。そして、図
４（ａ）に示すように、基準時間決定部４０Ｂは、関心領域内の全画素数に占める造影剤
の到達画素数の割合が、予め設定された閾値以上（所定割合以上）になった時点を求め、
閾値以上になった時点を色相変換処理の開始の基準時間に決定する。そして、基準時間決
定部４０Ｂは、色相変換処理の開始の基準時間を色相変換部４０Ｃに出力する。
【００３９】
　または、基準時間決定部４０Ｂは、関心領域内の全画素における信号強度（輝度値）の
平均値を求め、その平均値に基づいて基準時間を決定しても良い。例えば図４（ｂ）に示
すように、基準時間決定部４０Ｂは、関心領域内の全画素における信号強度の平均値が最
大値となる時点を、色相変換処理開始の基準時間に決定しても良い。または、基準時間決
定部４０Ｂは、信号強度の平均値が予め設定された閾値以上となる時点を、色相変換処理
開始の基準時間に決定しても良い。
【００４０】
（色相変換処理）
　色相変換部４０Ｃは、各画素の座標情報と各画素への造影剤の到達時間とを造影剤流入
検出部４０Ａから受けて、基準時間を基準時間決定部４０Ｂから受けて、基準時間を基準
にして、各画素に対応する各領域に造影剤が流入した相対的な到達時間を求める。すなわ
ち、色相変換部４０Ｃは、基準時間をゼロとして、各画素に対応する各領域に造影剤が流
入した相対的な到達時間を求める。そして、色相変換部４０Ｃは、断層像データの各画素
の色相を、相対的な到達時間に応じた色相に変換する。色相変換部４０Ｃは、色相変換さ
れた断層像データを表示制御部５０に出力する。表示制御部５０は、色相変換された断層
像をモニター１４に表示させる。例えば、相対的な到達時間と色相とを対応付けた変換テ
ーブルを色相変換部４０Ｃに予め設定しておく。色相変換部４０Ｃは、変換テーブルを参
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照して、相対的な到達時間に対応する色相を決定し、各画素の色相を変換する。
【００４１】
　ここで、色相変換処理が施された画像を図２に示す。例えば、色相変換部４０Ｃは、基
準時間を時間ｔ＝０として、到達時間が第１時間区間（ｔ＝～０）に含まれる画素の色相
を赤色に色相変換し、到達時間が第２時間区間（ｔ＝０～ｔ１）に含まれる画素を緑色に
色相変換し、到達時間が第３時間区間（ｔ＝ｔ１～ｔ２）に含まれる画素を青色に色相変
換する。表示制御部５０は、このように色相変換された断層像２００をモニター１４に表
示させる。これにより、関心領域が設定された領域Ａ（例えば腎臓）が基準となる色相（
赤色）で表示され、その他の領域（肝臓など）が造影剤の相対的な到達時間に応じた色相
で表示される。例えば、断層像２００において、領域Ａとは異なる領域Ｂが緑色で表示さ
れ、領域Ｃが青色で表示される。また、表示制御部５０は、相対的な到達時間と色相との
関係を表すカラーバー２１０をモニター１４に表示させても良い。
【００４２】
　以上のように、関心領域が設定された領域Ａ（例えば腎臓）を基準にして、各領域への
造影剤の相対的な到達時間を色相で表示することで、基準となる領域Ａと、その他の領域
（肝臓など）との間における造影剤の相対的な到達時間差を視認しやすくなる。そのこと
により、操作者は、臨床で必要な診断情報をより簡便かつ定量的に把握することが可能と
なる。
【００４３】
　さらに、画像データを取得した後に、関心領域を設定する位置を変えて色相変換処理を
行っても良い。関心領域の設定位置を変える場合について図３を参照して説明する。図３
は、関心領域の設定と色相変換処理とを説明するための図である。図３に示すように、色
相変換された断層像２００がモニター１４に表示されている状態で、操作者が入力装置１
３を用いてＲＯＩマーカ１１０を所望の位置に移動させる。図３に示す例では、ＲＯＩマ
ーカ１１０を領域Ａから領域Ｂ内に移動させる。これにより、領域Ｂ内に関心領域が新た
に設定され、新たに設定された関心領域の座標情報が処理部４０に出力される。
【００４４】
　上述した処理と同様に、基準時間決定部４０Ｂは、各フレームの断層像データにおける
関心領域内の画素を監視し、関心領域内に造影剤が流入した画素数を監視して、色相変換
処理の開始の基準時間を決定する。図３に示す例では、基準時間決定部４０Ｂは、領域Ｂ
内に設定された関心領域内の全画素数に占める造影剤の到達画素数の割合が、予め設定さ
れた閾値以上（所定割合以上）になった時点を求め、閾値以上になった時点を基準時間に
決定する。または、基準時間決定部４０Ｂは、領域Ｂ内に設定された関心領域内の全画素
における信号強度（輝度値）の平均値が最大値となる時点、又は、平均値が閾値以上とな
る時点を、基準時間に決定しても良い。
【００４５】
　色相変換部４０Ｃは、新たに求められた基準時間を基準にして、各画素に対応する各領
域に造影剤が流入した相対的な到達時間を求める。すなわち、色相変換部４０Ｃは、新た
に求められた基準時間をゼロにして、各画素に対応する各領域に造影剤が流入した相対的
な到達時間を求める。そして、色相変換部４０Ｃは、断層像データの各画素の色相を、新
たに求められた相対的な到達時間に応じた色相に変換する。
【００４６】
　表示制御部５０は、新たに色相変換された断層像をモニター１４に表示させる。このよ
うに、関心領域の設定位置を領域Ａから領域Ｂに変更すると、変更された関心領域におい
て検出された造影剤の到達時間が新たな基準時間に設定され、新たな基準時間を基準にし
て各領域が色相変換されて表示される。例えば図３に示すように、新たに色相変換された
断層像３００がモニター１４に表示される。新たに設定された関心領域が属する領域Ｂへ
の造影剤の到達時間が第１時間区間（ｔ＝～０）になるため、色相変換部４０Ｃは、領域
Ｂに属する画素の色相を赤色に変換する。これにより、領域Ｂが赤色に変換されて表示さ
れる。領域Ｂよりも造影剤の到達時間が早い領域Ａについては、色相変換しないか、基準
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となる領域Ｂと同じ赤色に色相変換するか、又は、負の時間として別の色相に変換して表
示しても良い。
【００４７】
　例えば、色相変換部４０Ｃは、各画素への造影剤の到達時間と基準時間とを比べて、基
準時間よりも早い時間に造影剤が到達する画素の色相を、第１時間区間（ｔ＝～０）に係
る色相（赤色）に変換する。図３に示す例では、色相変換部４０Ｃは、基準時間よりも早
い時間に造影剤が到達する領域Ａの色相を、赤色に変換する。これにより、領域Ａが赤色
に変換されて表示される。また、色相変換部４０Ｃは、各画素への造影剤の到達時間と基
準時間とを比べて、基準時間よりも早い時間に造影剤が到達する画素の色相を、負の時間
として別の色相（黄色など）に変換しても良い。
【００４８】
　以上の方法により、走査断面内の任意の位置に設定された関心領域（基準領域）と、そ
の他の領域との造影剤の相対的な到達時間の差を視認しやすくなる。その結果、臨床的に
有用な診断情報をより簡便に提供することが可能となる。すなわち、操作者は、時間の絶
対値に基づいて変換された色相ではなく、各領域間における相対的な時間関係に基づいて
変換された色相を観察することが可能となるため、造影剤の相対的な到達時間の差を容易
に認識することが可能となる。これにより、注目している臓器間への造影剤の相対的な到
達時間の差を容易に把握することが可能となる。
【００４９】
　また、各領域への造影剤の到達時間に基づいて色相変換を行う代わりに、造影剤流入に
よる信号強度（輝度値）が最大となる時間を求めて、色相変換を行っても良い。この場合
、造影剤流入検出部４０Ａは、各フレームの断層像データを受けて、各画素における信号
強度（輝度値）を監視し、信号強度が最大となる時点（最大強度時間）を画素ごとに検出
する。基準時間決定部４０Ｂは、関心領域内の全画素数に占める信号強度（輝度値）が最
大となる画素数の割合が、予め設定された閾値以上（所定割合以上）になった時点を求め
、その時点を基準時間に決定する。色相変換部４０Ｃは、基準時間を基準にして、各画素
における信号強度（輝度値）が最大となる相対的な最大強度時間を画素ごとに求める。す
なわち、色相変換部４０Ｃは、基準時間をゼロにして、各画素における信号強度が最大と
なる相対的な最大強度時間を求める。そして、色相変換部４０Ｃは、断層像データの各画
素の色相を、相対的な最大強度時間に応じた色相に変換する。このように、信号強度が最
大となる時間に基づいて色相変換を行っても、操作者は、複数の領域間における造影剤流
入に関する相対的な時間差を容易に把握することが可能となる。
【００５０】
　なお、この実施形態では３つの時間区間を例にして色相変換処理について説明したが、
任意の数の時間区間に対して色相変換を行っても良い。
【００５１】
（ヒストグラムを用いた定量）
　上記色相変換処理により得られた画像に基づいて、複数の関心領域間の造影剤到達時間
の差を定量的に求めても良い。例えば、腎臓、肝臓、及び肝疾患部位の間における造影剤
の到達時間の差を数値として求める。臓器実質など比較的広い領域への造影剤の到達時間
は、臓器内においてすべて均一になるとは限らない。同じ部位内においても場所によって
到達時間にばらつきがある場合、表示される色もモザイク状になるため、相対的な到達時
間を直感的に把握することが困難になる。また、造影剤の到達時間が比較的均一か、ばら
つきが大きいかといった情報も、びまん的疾患や腫瘍の良悪性鑑別に寄与できる可能性が
ある。このように、ある領域における造影剤の到達時間の平均値や分散値を簡便に提示す
ることが要求されている。
【００５２】
　この実施形態では、複数の関心領域を断層像上の任意の位置に設定する。ここでは、３
つの関心領域を設定する場合について、図５を参照して説明する。図５は、複数の関心領
域が設定された断層像と、各関心領域における造影剤の流入時間のヒストグラムとを示す
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図である。
【００５３】
　例えば図５に示すように、表示制御部５０は断層像４００をモニター１４に表示させる
。さらに、表示制御部５０は、関心領域を設定するためのＲＯＩマーカ１１０、１１１、
１１２を断層像４００に重ねてモニター１４に表示させる。操作者は、入力装置１３を用
いてＲＯＩマーカ１１０、１１１、１１２を所望の位置に移動させることで、３箇所に関
心領域を設定する。例えば、領域Ａ内にＲＯＩマーカ１１０を移動させ、領域Ｂ内にＲＯ
Ｉマーカ１１１を移動させ、領域Ｃ内にＲＯＩマーカ１１２を移動させることで、それぞ
れの領域に関心領域を設定する。ＲＯＩマーカ１１０、１１１、１１２によってそれぞれ
指定された関心領域の座標情報が、表示制御部５０から処理部４０に出力される。
【００５４】
　処理部４０のヒストグラム算出部４０Ｄは、各画素の座標情報と各画素への造影剤の到
達時間とを造影剤流入検出部４０Ａから受けて、造影剤の到達時間に対する画素数の分布
を示すヒストグラムを求める。例えば、ヒストグラム算出部４０Ｄは、ＲＯＩマーカ１１
０で指定された第１関心領域αに属する各画素への造影剤の到達時間に基づいて、造影剤
の到達時間に対する画素数の分布を示すヒストグラムを求める。同様に、ヒストグラム算
出部４０Ｄは、ＲＯＩマーカ１１１で指定された第２関心領域βに属する各画素への造影
剤の到達時間に基づいて、造影剤の到達時間に対する画素数の分布を示すヒストグラムを
求める。同様に、ヒストグラム算出部４０Ｄは、ＲＯＩマーカ１１２で指定された第３関
心領域γに属する各画素への造影剤の到達時間に基づいて、造影剤の到達時間に対する画
素数の分布を示すヒストグラムを求める。このように各関心領域への造影剤の到達時間に
対する画素数の分布を示すヒストグラムが求められると、表示制御部５０はヒストグラム
５００、５１０、５２０をモニター１４に表示させる。
【００５５】
　また、ヒストグラム算出部４０Ｄは、ヒストグラムに基づいて、最頻値（ピーク値）の
時間、ヒストグラムの重心となる時間、又は分散を求めて、ピーク値の時間や重心の時間
を造影剤の到達時間としても良い。例えば、ヒストグラム算出部４０Ｄは、ヒストグラム
５００のピーク値の時間を求め、その時間を第１関心領域αへの造影剤の到達時間に決定
する。同様に、ヒストグラム算出部４０Ｄは、ヒストグラム５１０のピーク値の時間を求
め、その時間を第２関心領域βへの造影剤の到達時間に決定する。同様に、ヒストグラム
算出部４０Ｄは、ヒストグラム５２０のピーク値の時間を求め、その時間を第３関心領域
γへの造影剤の到達時間に決定する。そして、表示制御部５０は、各ヒストグラムのピー
ク値の時間を、造影剤が到達した時間としてモニター１４に表示させる。また、ヒストグ
ラム算出部４０Ｄは、各ヒストグラムの重心となる時間や分散を求めて、表示制御部５０
は、重心となる時間や分散をモニター１４に表示させても良い。
【００５６】
　さらに、ヒストグラム算出部４０Ｄは、ヒストグラムのピーク値や重心から求められた
各関心領域への造影剤の到達時間の差を求めても良い。例えば、第１関心領域αへの造影
剤の到達時間が最も早い場合、ヒストグラム算出部４０Ｄは、第１関心領域αに係るヒス
トグラム５００から求められた到達時間を基準時間にする。そして、ヒストグラム算出部
４０Ｄは、第１関心領域αへの到達時間と第２関心領域βへの到達時間との差を求め、第
１関心領域αへの到達時間と第３関心領域γへの到達時間との差を求める。表示制御部５
０は、関心領域間の到達時間の差をモニター１４に表示させる。
【００５７】
　以上のように各関心領域に係るヒストグラムを求めることで、各部位における造影剤の
到達時間の差を定量的に評価することが可能となる。例えば、第１関心領域αを腎臓に設
定し、第２関心領域βを肝臓に設定し、第３関心領域γを肝疾患部位に設定することで、
それぞれの部位における造影剤の到達時間の差を定量的に把握することが可能となる。
【００５８】
　関心領域の内部に、造影剤の流入が比較的早い血管や、比較的遅い実質が含まれる場合
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がある。その場合には、手動で関心領域を移動させたり、関心領域の大きさを変えたり、
ヒストグラムの最頻値を採用したりすることで、造影剤の流入が比較的早い血管のように
、特異的に周囲の組織と流入の程度が異なる領域の影響を軽減することができる。
【００５９】
　また、色相変換中にヒストグラムをリアルタイムでモニター１４に表示しても良い。こ
の実施形態では、３つの関心領域を設定する場合について説明したが、任意の数の関心領
域を設定しても良い。なお、ヒストグラムを求めない場合には、ヒストグラム算出部４０
Ｄを処理部４０に設けなくても良い。
【００６０】
（変形例）
　上述した実施形態においては、超音波の走査断面内に関心領域を手動で設定しているが
、関心領域を自動で設定しても良い。関心領域の自動設定は、処理部４０の関心領域設定
部４０Ｅが行う。なお、関心領域を手動で設定する場合には、関心領域設定部４０Ｅを処
理部４０に設けなくても良い。変形例に係る処理について図６を参照して説明する。図６
は、関心領域を自動的に設定する処理を説明するための画像の図である。
【００６１】
　関心領域設定部４０Ｅは、複数フレームの断層像データを受け付けて、連続するフレー
ム間の差分を求めることで、差分画像データを生成する。例えば図６に示すように、関心
領域設定部４０Ｅは、第（Ｎ＋１）番目のフレームの断層像７１０と、第Ｎ番目のフレー
ムの断層像７００との差分を求めることで、差分画像７２０を生成する。そして、関心領
域設定部４０Ｅは、予め設定された所定の大きさを有する関心領域（ＲＯＩ）を、差分画
像７２０上で所定間隔おきに移動させながら、各位置において、関心領域内に含まれる画
素の信号強度（輝度値）を監視する。具体的には、関心領域設定部４０Ｅは、関心領域内
の画素において、信号強度（輝度値）が閾値以上となる画素を検出する。すなわち、関心
領域設定部４０Ｅは、信号強度が閾値以上となる画素に対応する領域には、造影剤が流入
していると判断して、信号強度が閾値以上となる画素を検出する。これにより、関心領域
設定部４０Ｅは、関心領域内において造影剤が流入している領域を検出する。
【００６２】
　そして、関心領域設定部４０Ｅは、差分画像７２０上で関心領域を徐々に移動させなが
ら、関心領域において信号強度が閾値以上となる画素数の割合が、関心領域内の全画素数
のうち所定割合以上となる箇所を、差分画像７２０上において特定する。例えば、関心領
域設定部４０Ｅは、関心領域において信号強度が閾値以上となる画素数の割合が、関心領
域内の全画素数のうち８０％以上となる箇所を特定する。関心領域設定部４０Ｅは、所定
割合以上となる箇所に関心領域を設定する。例えば、領域Ａにおいて、関心領域において
信号強度が閾値以上となる画素数の割合が、関心領域内の全画素数の８０％以上となる場
合、関心領域設定部４０Ｅは、領域Ａ内に関心領域を設定する。
【００６３】
　また、関心領域内の輝度値に対する画素数の分布を示すヒストグラムを求めることで、
関心領域を設定する位置を特定しても良い。この場合、関心領域設定部４０Ｅは、予め設
定された所定の大きさを有する関心領域を、差分画像７２０上で徐々に移動させながら、
関心領域内に含まれる画素の信号強度（輝度値）を監視する。そして、関心領域設定部４
０Ｅは、輝度値に対する画素数の分布を示すヒストグラムを求める。そして、関心領域設
定部４０Ｅは、関心領域において輝度値が閾値以上となる画素数の割合が、所定割合以上
（例えば８０％以上）となる箇所を特定し、その箇所に関心領域を設定する。
【００６４】
　また、差分画像を用いずに、各フレームの断層像データに基づいて関心領域を自動的に
設定しても良い。具体的には、関心領域設定部４０Ｅは、各フレームの断層像上において
、所定の大きさを有する関心領域を徐々に移動させながら、関心領域内の画素において、
信号強度（輝度値）が閾値以上となる画素を検出する。これにより、関心領域設定部４０
Ｅは、関心領域内において造影剤が流入している領域を検出する。そして、関心領域設定



(15) JP 2010-94220 A 2010.4.30

10

20

30

40

50

部４０Ｅは、関心領域において信号強度が閾値以上となる画素数の割合が、関心領域内の
全画素数のうち所定割合以上（例えば８０％以上）となる箇所を特定し、その箇所に関心
領域を設定する。
【００６５】
　また、関心領域設定部４０Ｅは、所定の大きさ有する関心領域を、各フレームの断層像
上で移動させながら、輝度値に対する画素数の分布を示すヒストグラムを求めても良い。
そして、関心領域設定部４０Ｅは、関心領域において輝度値が閾値以上となる画素数の割
合が所定割合以上となる箇所を特定し、その箇所に関心領域を設定する。
【００６６】
　以上のように、関心領域を自動的に設定した後は、上述した実施形態と同様に、基準時
間の決定、及び色相変換処理などを実行することで、色相変換された断層像を生成して表
示する。
【００６７】
　なお、画像上で関心領域を移動させる範囲を制限しても良い。例えば、操作者が入力装
置１３を用いて、画像内において、関心領域を特定するための所望の範囲を指定する。関
心領域設定部４０Ｅは、操作者によって指定された範囲の座標情報を受けて、指定された
範囲内で関心領域を徐々に移動させながら、関心領域において信号強度が閾値以上となる
画素数の割合が所定割合以上となる箇所を特定し、その箇所に関心領域を特定する。この
ように、関心領域を特定するために関心領域を移動させる範囲を制限することで、関心領
域を特定するための時間を削減することが可能となる。
【００６８】
　また、別の方法によって関心領域を自動的に設定しても良い。例えば、造影剤が比較的
早く臓器全体に流入する腎臓に関心領域を設定する場合、関心領域設定部４０Ｅは、差分
画像において閾値以上の差分値が、第１の大きさをもって密に分布する領域に関心領域を
設定する。例えば、関心領域設定部４０Ｅは、信号強度が閾値以上となる画素数の割合が
、所定割合以上（例えば８０％以上）となる領域であって、第１の大きさを有する領域に
関心領域を設定する。これにより、腎臓内に関心領域が設定される。
【００６９】
　また、腎臓に比べて造影剤の流入が比較的遅く、動脈などの血管から造影剤が流入して
くる肝臓に関心領域を設定する場合、関心領域設定部４０Ｅは、差分画像において閾値以
上の差分値が、腎臓における分布に比べて小さく分布する領域に関心領域を設定する。例
えば、関心領域設定部４０Ｅは、信号強度が閾値以上となる画素数の割合が、所定割合以
上となる領域であって、第１の大きさよりも小さい第２の大きさを有する領域に関心領域
を設定する。これにより、肝臓内に関心領域が設定される。
【００７０】
　さらに、肝臓の場合は、動脈などの血管を避けて肝実質に関心領域を設定したい場合が
ある。その場合、関心領域設定部４０Ｅは、肝臓内部において、検出された動脈７２１を
避けて、関心領域を設定すれば良い。動脈７２１は、差分値が閾値以上となっているため
、閾値以上となっている箇所を避けて関心領域を設定すれば良い。
【００７１】
　また、基本波画像に基づく生体構造情報を利用することで関心領域を自動的に設定して
も良い。例えば、関心領域設定部４０Ｅは断層像データを受けて、パターンマッチングな
どの画像認識を行うことで腎臓や肝臓などの特定の臓器を特定し、その臓器に対して関心
領域を設定しても良い。１例として、腎臓内に関心領域を設定する場合は、関心領域設定
部４０Ｅは画像認識によって断層像に表わされた腎臓を特定し、その腎臓内に関心領域を
設定する。
【００７２】
　以上のように関心領域を自動的に設定した後は、上述した実施形態に係る処理と同様に
、基準時間を決定し、色相変換処理を実行する。また、ヒストグラムを算出したり、関心
領域の位置を変更したりしても良い。
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【００７３】
（色相変換するパラメータ）
　色相変換するパラメータについて図７を参照して説明する。図７は、色相変換するパラ
メータを示す図である。上述した実施形態では、図７（ａ）に示すように、造影剤の相対
的な到達時間を色相変換するパラメータとして用いている。色相変換するパラメータは、
到達時間に限らない。例えば図７（ｂ）に示すように、造影剤が各領域に到達するまでの
心拍数をパラメータとして、各画素を色相変換しても良い。例えば、心電計を用いて被検
体Ｐの心電図を取得する。色相変換部４０Ｃは、基準時間に取得された心拍をゼロ心拍と
する。そして、色相変換部４０Ｃは、ゼロ心拍を基準として、到達時間が第１心拍区間（
～０心拍）に含まれる画素の色相を赤色に変換し、到達時間が第２心拍区間（０心拍～１
心拍）に含まれる画素の色相を緑色に変換し、到達時間が第３心拍区間（１心拍～２心拍
）に含まれる画素の色相を青色に変換する。表示制御部５０は、このように色相変換され
た断層像をモニター１４に表示させる。
【００７４】
　なお、心電計を用いる代わりに、画像に表わされた組織の周期的な動きに基づいて心拍
を特定しても良い。例えば、色相変換部４０Ｃは、各フレームの断層像データに表わされ
た周期的な動きをする組織の動きに基づいて、１周期を１心拍として特定する。また、血
流情報から心拍を特定しても良い。例えば、ドプラ情報を取得して心拍を特定しても良い
し、血管の拍動に基づいて心拍を特定しても良い。
【００７５】
　処理部４０は、情報処理装置（ＣＰＵ）と、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤなどの記憶装置（
図示しない）とを備えている。記憶装置には、処理部４０の各部の機能を実行するための
処理プログラムが記憶されている。その処理プログラムには、造影剤流入検出部４０Ａの
機能を実行するための造影剤流入検出プログラム、基準時間決定部４０Ｂの機能を実行す
るための基準時間決定プログラム、色相変換部４０Ｃの機能を実行するための色相変換プ
ログラム、ヒストグラム算出部４０Ｄの機能を実行するためのヒストグラム算出プログラ
ム、及び、関心領域設定部４０Ｅの機能を実行するための関心領域設定プログラムが含ま
れている。そして、情報処理装置（ＣＰＵ）が各プログラムを実行することにより、造影
剤の到達時間の検出、基準時間の決定、色相変換処理、ヒストグラムの算出、及び、関心
領域の自動設定を実行する。また、表示制御部５０は、情報処理装置（ＣＰＵ）と、記憶
装置とを備えている。記憶装置には、表示制御部５０の機能を実行するための表示制御プ
ログラムが記憶されている。情報処理装置が表示制御プログラムを実行することにより、
断層像や色相変換された画像をモニター１４に表示させる。
【００７６】
　なお、この実施形態に係る造影剤流入検出プログラム、基準時間決定プログラム、色相
変換プログラム、及び表示制御プログラムが、この発明の「医用画像処理プログラム」の
１例に相当する。
【００７７】
（医用画像処理装置）
　また、処理部４０の機能を有する医用画像処理装置によって、上述した実施形態に係る
処理を行っても良い。この医用画像処理装置は、処理部４０と、表示制御部５０と、モニ
ター１４と、入力装置１３とを備えている。例えば、超音波診断装置によって造影剤が投
与された被検体を撮影することで、複数フレームの断層像データを取得する。医用画像処
理装置は、超音波診断装置から複数フレームの断層像データを受けて、それら複数フレー
ムの断層像データを記憶装置に記憶させる。医用画像処理装置は、それら複数フレームの
断層像データに基づいて、造影剤の到達時間の検出、基準時間の決定、及び、色相変換処
理を行うことで、造影剤の相対的な流入情報を色相で表わす画像を生成して表示する。ま
た、医用画像処理装置は、造影剤到達時間のヒストグラムを算出したり、関心領域を自動
的に設定したりしても良い。このような医用画像処理装置によっても、上述した超音波診
断装置１０と同様に、操作者は、複数の領域間における造影剤の相対的な到達時間の差を
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【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】この発明の実施形態に係る超音波診断装置を示すブロック図である。
【図２】関心領域の設定と色相変換処理とを説明するための図である。
【図３】関心領域の設定と色相変換処理とを説明するための図である。
【図４】色相変換処理の開始の基準時間を決定する方法を示すグラフである。
【図５】複数の関心領域が設定された断層像と、各関心領域における造影剤の流入時間の
ヒストグラムとを示す図である。
【図６】関心領域を自動的に設定する処理を説明するための画像の図である。
【図７】色相変換するパラメータを示す図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０　超音波診断装置
　１１　装置本体
　１２　超音波プローブ
　１３　入力装置
　１４　モニター
　２１　送受信部
　２２　Ｂモード処理部
　２３　ドプラ処理部
　２４　画像生成部
　２４Ａ　信号処理部
　２４Ｂ　スキャンコンバータ
　２４Ｃ　画像処理部
　２５　制御部
　２６　内部記憶部
　３０　記憶部
　３０Ａ　画像記憶部
　３０Ｂ　ソフトウェア記憶部
　４０　処理部
　４０Ａ　造影剤流入検出部
　４０Ｂ　基準時間決定部
　４０Ｃ　色相変換部
　４０Ｄ　ヒストグラム算出部
　４０Ｅ　関心領域設定部
　５０　表示制御部
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够在多个区域中呈现相对造影剂流入时间的
超声波诊断装置，以便容易地进行可视检查。解决方案：造影剂流入检
测器40A基于在通过扫描造影剂对象获得的多帧超声图像数据中表示的超
声图像数据的每个区域中的信号强度来检测造影剂流入每个区域。管
理。参考时间确定部分40B确定参考时间，该参考时间是造影剂流入在超
声图像上设置的关注区域的时间点。色调转换部分40C参考参考时间获
得造影剂流入每个区域的相对时间，并且生成表示具有与相对时间对应
的色调的每个区域的颜色的图像数据。显示控制部分50在监视器14上显
示表示色调的图像
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